
平成 25年度（2013年度）第 2回宝塚市人権審議会 議事録 

 

１ 開催日時    平成 25年（2013年）１１月１４日１０：００～１２：００ 

 

２ 開催場所    市役所３階 特別会議室 

 

３ 出席者     出席委員 14名（欠席 7名）  

 

事務局外 20名 

 

４ 議  題  （１）「障がいのある人」と「高齢者」の人権問題に関する問題提起 

（２）問題提起に関する市の考え方、取組状況等について 

（３）意見交換 

 

５ 内  容（質疑応答） 

１０時 
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定刻になりましたので、ただ今から平成 25 年度（2013 年度）第 2 回宝

塚市人権審議会を開催いたします。 

本日の会議の成立につきましては、14 名につき、定数 21 名の過半数を

超えているため宝塚市人権審議会規則第 6 条の第 2 項の規定により成立し

ていますことを報告いたします。 

これより議事進行につきましては、和久会長にお願いいたします。 

 

傍聴希望者はいますか。 

 

傍聴希望者はいません。 

 

議事に入ります前に、前回の審議会で意見のありました市議会議員を対

象とする人権研修が行われたので、事務局から報告をお願いいたします。 

 

 前回の審議会で、市議会議員の議員の方々にも人権研修が必要であると

の意見がありましたので、議会事務局に報告と説明をさせて頂きました。 

審議会での意見を踏まえ、平成 25年 11月 5日（火）午前 10時から 11 

時 45分まで、テーマを「人権問題の現状と課題」として、上杉先生に講演

をお願いしました。 

（研修内容の概要を報告） 
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市議会議員２６名全員が出席され、基本的人権の尊重、一人ひとりの個

性を活かす普遍的視点と現実問題である戸籍の不法取得、インターネット

における差別問題、DV、セクハラ問題など、人権問題の背景には、正しい

知識がないこと、また社会に対する欲求不満から攻撃をしてしまう、迷信

を根拠としてしまうこと等が原因となり差別をしてしまい、このような

様々な問題を解決するには、参加参画が必要であり、障がい者の問題につ

いても当事者の方に参画をしていただくことが重要であるとの説明もいた

だきました。また、宝塚市の取組として、人権審議会においても様々な問

題を議論していることもお話いただきました。研修会において、障がい者

の入居者拒否の事案、人権教育は学校教育、生涯学習、いずれの部門で取

り組むべきか、外国人との共生、性的マイノリティに対する取組等に関す

る質問もあり、人権問題に関する認識と理解を深めるよい機会となりまし

たことをご報告させていただきます。 

  

これより議事に入ります。前回の審議会での意見を踏まえ、「障がいのあ

る人」と「高齢者」の人権問題を具体事例として、住みよいまちづくり、

人権尊重のまちづくりについて考えたいと思います。 

はじめに藤原委員と坂野委員から、行動計画の「障がいのある人」と「高

齢者」の領域に掲げる事業を中心に問題提起をして頂きます。続いて、市

の考え方、取組状況等について担当課から説明をして頂き、その後、意見

交換を行います。 

はじめに藤原委員からお願いします。 

 

 今年、障がい者に対する差別事象が 3件ありました。1つは、知的障がい

者のグループホームを建設しようとしたら、地元住民からの猛反対を受け

て開設できなくなった。地元住民の了解を得ないと、障がい者は住めない

のか、皆さんが、引越して住むときは地元の了解などいらないと思う。 

 2つ目は、ある中学校において、障がいのある生徒へのいじめが長期に渉

り続いていた。生徒には、あざなどがあり、一般社会だと、このようなこ

とがあれば警察が来て傷害罪等で逮捕されるケースだが、今回のケースは

現場が学校であったことと、その生徒の保護者が、事を大きくして欲しく

ないという要望もあってか、警察が呼ばれることもなく、うやむやのうち

に解決のようになっている。 

3つ目は、重度障がい者どうしが結婚して、子どもが生まれた。支援者と

本人達は喜んだが、重度障がい者という状況から努力しても十分な収入が

得られず、やむを得ず生活保護を受けている状況であるが、社会からは、
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生活保護を受け社会の世話になっている者が、子どもを生んでどうなのか、

育てていけるのかという視線が向けられている。障がい者だから、言われ

たとおりのことだけをして、一生じっとしていないといけないのか。とも

に生きる社会と掲げられているのだから、障がい者も社会参画をしようと

しているのだが、外に出て行くのもタクシーを使わないといけないなど身

近なところでも日々多くの苦しみがある。女性の問題だけでなく、男女平

等という観点から男女共同参画センターが設立されたが、障がい者の問題

に関しては、障がい者の数が少ないからか、障がい者の人権について語ら

れることは少なく、障がい者の問題は障がい者だけで片付けてという考え

と風潮が強いと思う。また、高齢者問題や子どもの問題は語られても、高

齢者、子どもの障がい者について語られる事も少ない。誰もが、この先、

病気を患ったり事故に遭うことがあるかもしれない、 

そうなったときに、家の中でじっとしていないといけないのか、それとも 

社会に参画しようと考えるのか、どちらが大切なのかをよく考えて頂きた

い。人の世話になるのが恥ずかしい、ぶざまな姿を見られたくないと思う

人が多く、人と疎遠になったり閉じこもったりしてしまうような状況が人

の心に、恥ずかしいことだ、障がい者はかわいそうだという意識が生まれ

て差別につながっていくのではないかと思う。 

両手両脚がなくてもプールに行って泳いだり、車イスを動かしながらラ

ケットを持ちバドミントンをしたり、一生懸命可能性を広げている。自分

の努力で、できることはする、体が動かずどうしてもできないことはお願

いすることは誰しも同じで、皆さんが自分自身のことだと捉えて考えてい

けば、ともに生きる住みよい社会になるのではないかと思う。 

オリンピックが注目されているが、障がい者の方達が努力している姿を

パラリンピックで観てもらいたい。 

 

次に坂野委員お願いします。 

 

10 年程前から在宅介護のヘルパーをしているが、加齢による認知症状の

出ている 90歳の独り暮らしの方がいる。以前は活発であったが、地域のふ

れあいサロンに週に一回行く程度で、外出の機会も減り、家の中でも食事、

入浴、トイレ等以外は歩くことがなくなり、次第に筋力が低下していった。 

あるとき、自宅の階段から落ちた後、歩けず這うような状態となった。家

族である息子は、歩けなくなった状態は階段から落ちたことが原因だと思

っていたが、歩くことをしなくなってしまった事が一番の要因だと思われ

る。家族からしてみれば、本人がゴミ出しに出たり、外出したりしようと
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すると、何かあったらと心配に思い、外出を制限してしまう。高齢者であ

る本人からは、外出の機会や歩くことなど、自分でできることは自分です

るという意識も奪われてしまうことになる。この方は、今では自身で歩け

るまで回復されているが、独り暮らしの高齢者の場合等は、離れて暮らし

ている家族の意思で大きく左右されてしまう場合もあり、本人の意思や気

持が優先されず、閉じ込められてしまう場合がある。家族だけでなく、本

人の声も大切であり、自身の夫の父の例もあり、高齢者となった時、どの

ような暮らし方がよいのか考える必要がある。 

 

 藤原委員の意見について担当課から説明をお願いします。 

  

 本市の障がい手帳所持者は１万 1千人を超えています、人口 23万人のう

ち 20 人に 1 人、5％の方が手帳を保持しています。また、障がい者総合支

援法に基づく、医療、生活用具のサービスを受けている方は 1,300 人を越

え、精神医療の支援サービスを受けている方は 2,000 人を超え、サービス

利用者は増えており、障がい者の人数が少ない状況ではありません。グル

ープホームの事案につきましては、障がい者総合支援法のサービスの一つ

として、支援員を伴いながら 4 名の障がい者の方が共に生活するという制

度で、昨年度に開設をする予定でありましたが、地域からの反対もあり断

念する結果となりました。経緯としましては、昨年 6 月に事業者がグルー

プホームを運営するため一軒家を賃貸し、自身で生活できるよう 10数年間

の宿泊訓練を受けてきた 4 名の障がい者がグループホームで暮らす予定を

しておりました。グループホームの運営に関しては、制度上、地元住民の

了承等は不要なのですが、地元住民から説明を求められたため 4 回説明を

行いましたが、理解を得るに至らず、事業者もこうした状況の中で 4 名の

方々が生活をすることに危惧されたため断念せざるを得ない状況となりま

した。このような状況から、グループホームについての理解を得るための

啓発の重要性を強く感じ、市広報 11 月号において、「理解と共生の輪をひ

ろげよう」というグループホームの特集記事を掲載しました。今後も、認

識を変えるにはどうしたらよいか、関心を持ってもらうにはどうしたらよ

いか、啓発の機会と方法を考えてまいります。 

 

 障がいのある生徒へのいじめの事案については、市内の中学校 3 年生の

特別支援学級の男子が、体操服に着替える際に生徒の体にあざがあるのを 

教師が気づき、直ぐに生徒から事情を尋ねたところ、4名の男子生徒から 

つねる、叩く、蹴るといういじめが繰り返しあったことがわかりました。 
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また、給食の牛乳に水を足して飲ませるというという事をしていたことも 

判明しました。いじめを受けていた生徒の反応を楽しむということをして

いた。こうした状況が分かり、直ちにいじめをしていた生徒、その保護者

に指導を行い、該当クラスだけでなく学年全体にアンケートをとった結果、

14 名の生徒がいじめに加わっていたことが分かりましたので、被害生徒と

保護者、加害生徒と保護者を集め、被害者への謝罪の場を設けました。被

害生徒の保護者からは、誠意ある謝罪をしてもらいたい、今後はこのよう

なことがないよう学校に取り組んでもらいたいとの要望がありました。 

この要望を受け、全校生徒、教職員にも説明し繰り返し指導を行い、再発

防止に努めました。生徒だけでなく教職員の人権意識も再度見直し、全校

でしっかりとした体制を築かないといけないという事を認識するために、

藤原委員に講師をしていただき研修を実施しました。現在、この事案につ

いては、一定の解決をしておりますが、引き続き生徒が安心して学校生活

を送れるような体制づくりと、教職員がしっかりとした人権感覚を持って

指導するよう心がけております。 

 

 坂野委員の意見について担当課から説明をお願いします。 

 

 本市の高齢者率は、平成 14年の 17％から平成 24年の 23.6％と 10年で 

6.6％増加しております。このような高齢者社会に対応として、高齢者が自

宅や住みなれたまちで暮らせるよう、保健、医療、福祉のサービスの充実

を図るため、市内 7 箇所に地域包括支援センターを設け、介護保険サービ

スや介護予防に関する総合相談の窓口を設置しています。また、医師会、

まちづくり協議会、民生児童委員の方々、地区センターとも連携を図り高

齢者見守りのネットワークづくりも図っております。コープなどの、事業

者が利用者宅を訪問の際に、普段と違う様子などがあれば、地域包括支援

センターへ連絡をしていただく対応をしてもらっています。平成 25 年 11

月現在、180の事業者と高齢者見守りについて協力をしてもらっています。 

 また、独り暮らしの高齢者の方には、緊急通報システム、安否確認も兼

ねた配食サービス、ホームヘルパーなどの生活支援サービスの提供も行っ

ております。認知症の方には、サロンにおいて支援活動を行っております。

サービス提供にあたっては、ご意見のありましたように、本人ができてい

たことが、できなくなってしまわないよう、本人の意見や状況からプラン

の見直しと設計をしていくよう努めてまいります。 
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介護保険サービスの目的は、本人の残存能力を活かしながら日常生活を送

るために介護サービスでサポートすることです。在宅サービスとしては、

介護保険制度の要であるケアマネージャーが本人にあったケアプランを作

成しております。独りで壁づたいでトイレに行けるようにとの要望につい

ては、手すりをつけたり本人の状況にあったアドバイスを提供しています

が、家族の意向も無視する事はできないので、よりよいケアプランを作成

するためにも、市では月に一回、ケアプランを作成したケアマネージャー 

も同席してケアプランの評価を行うなどケアマネージャーの質の向上にも

努めております。 

  

 意見交換をお願いします。 

 

社会が認識している問題を市が現状を知らなさ過ぎる。グループホーム

の問題については、反対した住民にどれほどの問題であるかということを

認識させる必要があるのではないか。今後、新たにグループホームができ

る際には、積極的に協力するという意識を住民に持ってもらうよう市は努

力しなければならない。 

   

今回の問題に関しては、市も反対した住民に対して説明と説得に尽力し

たが、入居者及び事業者側からも、状況を考えて断念するに至った経緯が 

ある。 

 

結局は反対された側が我慢しなければならないというのが現状である。

地域の住民への啓発が必要である。 

 

グループホームの問題については福祉の分野で協議するべきである。 

市内 7 箇所に包括支援センターがあり、介護事業や相談事業を行ってい

るが、包括支援センターに任してしまうのではなく、市が主導して行うべ

きではないか。共生のまちづくりと掲げているならば、結果を議論するの

ではなく、過程の段階から市が主導する必要がある。 

 

障がいのある人、ない人とか分けて考えられてしまっている。地域には

子どももいれば高齢者もいる。 

10 年程前に参加した障がいセミナーの、地域でくらすためにというテー

マで講師の先生が、地域にお願いばかりするのではなくて、住む側も自分

達もできることがあるということをもっと出していかないとという話があ
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った。 

 

今までも、家族、友人、地域の方々と一緒に生きてきたのだが、共に生

きると掲げられると違和感を感じてしまう。 

 

障がいをもって生活するとはどういうことなのかを考えなくてはいけな

い。車イスの方から、電車に乗車すると周りの人が離れていくという現実

を耳にしたとき、身近に障がいのある方が身近にいないとそういう現実に

気づかない。車イスの方がエレベータに入って来られた時、よかれと思っ

て手伝ったりするが、困っているかどうかは本人に尋ねないとわからない。 

 

 

2、3 年前に、視力障がいの支援学校へ見学へ行ったが、音声パソコンな

ど多種多様な機器があった。鈴のついたサッカーボールでサッカーもして

いた。その学校の生徒の方に来てもらい、体育館でサッカーをしてお互い

が、ふれあう、かかわるといった機会をつくった。こうした、より多くの

出会う機会をつくることも行政の大きな役割だと思う。 

 

人に介助してもらうことが恥ずかしいという気持ちは思わないで貰いた

い。誰しも独りで生きていくことはできない。人にお願いすることは恥ず

かしいことではなく、常に感謝の気持ちを持って、自分にできることは自

分ですることが大切であり、自身の向上にもつながると思う。パラリンピ

ックを見て障がいのある人達が頑張っている姿を見てほしい。また、高齢

者問題に関しては、支援も重要だが、高齢者予備軍の世代への講演会など 

も必要だと思う。 

 

車イスや障がいの方で、地域の催し等に出て来られない方々に、まち協

や PTA が一体となって PRすることや取り組むことも重要だと思う。 

 

地域での取組にも差があると思われるので、啓発などを通じ意識を高め

ていくことが必要である。学校教育の場においても、自閉的な子どもに対

する理解を深める取組をすることにより、保護者への啓発と特別支援学級

が重要であるという位置付けにもつながる。 

 

精神的に大きな障がいを持っている人も多い。本人にしか分からないこ

ともあるので、そういう意味では、誰でも何らかの障がいを持っているの
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ではと考えると、お互い共通する部分もあり話も通じると思う。 

 

障がいのある方と付き合いがあると、その状況が日々あたりまえの感覚

となる。高齢者、障がい者に関する問題に関心のない人に認識を深めても

らうためには行政と地域は何ができるかを考えなくてはならない。 

 

車イスは身体的機能を補うものであり、カツラや眼鏡と同じものだとい

う考えを持ってもらえればと思う。 

 

グループホームの問題に関しては、宿泊訓練もされてきて一生懸命努力

もされてきたのに、地域の反対により住みたくなくなったという気持にさ

せてしまった。学校教育の場でも、差別される側が泣くという状況がとて

も辛いという気持ちを丁寧に感じてもらいたい。 

 

グループホームの問題に関しても、強い発言力のある者が反対と言うと 

周囲は何も言えなくなってしまう。学校においても、同じ傾向にある。 

 

人権啓発は本来、明るいものでなければならないのだが、市として、や

ってもらいたいということはありますか。 

 

グループホームの問題にしても、周りが障がいをもたらしているという

ことを理解する必要がある。障がいのある人に頑張れ頑張れと言うことが、 

障がい者はいつも頑張らないといけないという捉え方になってしまっては 

差をつけてしまうことにもなりかねない。学校教育においても、日々一緒

にやっていくという生活があたりまえという社会になっていかなければと

思う。 

 

多くの意見を出していただいたので、行政もこれらの意見を活かして取

組んでもらいたいと思います。 

 

次回の開催は平成 26年 3月を予定しています。 

議題は第 2次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針行動計画の平成 25年

度実績及び平成 26年度事業計画とさせていただきます。 

 

 審議を終了します。 

（審議会終了 １2時） 



 

 

 


